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大阪大学大型計算機センターの利用について

共同利用掛

1. 大型計算機センターと計算機利用のための組織

全国共同利用大型計算機センターは、全国の国・公• 私立の大学、短期大学および高等

専門学校等の教員並びに大学院生（卒業年次の学部学生も含む）が学術研究に伴う計算

及び情報処理を行うために利用することができる全国共同利用施設です。

全国に 7つの大学と 1センター（北海道大学、東北大学、東京大学、学術情報センター、

名古屋大学、京都大学、大阪大学、九1+1大学）があり、利用資格のある方はいずれかの

センターに利用申請することにより、利用することができます。 又、各大学の利用者

の便宜をはかり、また利用者の意見を大型計算機センターの連営に反映させるために、

具体的には、窓口となっている利用者糾織として「連絡所」及びその組織（協議会）と

して「大型計算機利用協議会」が設けられています。

大型計算機利用協議会

大型計算機利用協議会（以下「地区協議会」という）は、全国共同利用大型計算機セ

ンター（情報基盤センター）の運営に各大学の利用者の意見を反映させるために設置さ

れた組織です。連絡所（協議会）の事務は、大型計算機センターが置かれた大学が行っ

ています。連絡所の設置（協議会会員）の事務手続き、地区協議会相互間及び地区内連

絡所（協議会会員）との事務連絡など大型計算機センター等の利用を推進していくため

の事務の一部を分担しています。全国に 7地区の協議会があり、具体的には下記のよう

に 7地区の地域・地区協議会となっています (J

地 区 I 範囲 センター名

第 1. 北海道地区

第 2・ 東北地区

第 3・ 東京地区

第 4・ 東海地区

第 5・ 京都地区

第 7. 西日本地区

大阪大学大型計算機センターニュース

北海道全域

京都、滋賀、福井、石川、

山、鳥取、島根

北海道大学大型計算機

大阪、奈良、兵庫、岡山、 I大阪大学大型計算機センター

和歌山、四国全域

山口、広島、沖 I九州大学大型計算機センター
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連絡所

地区協議会を構成する組織であり、利用者と大型計算機センター間の連絡と情報交換

などのために設置されています。研究者等が 7大学の大型計算機センターを利用する場

合には、必ず地区協議会に登録された連絡所に所属しなければなりません。

したがって、計算機利用にあたり所属の大学等に連絡所が設置されていない場合は、

該当する地区協議会事務局へ「連絡所登録申請書」を提出してください。

なお、大阪大学内の利用者の方の所属連絡所は既に、吹田地区連絡所（工学部計算セ

ンター）・豊中地区連絡所（豊中地区データステーション）となっています。

2. 利用資格

本センターの利用は、学術研究等に供することを目的とし、その成果が公開され得る

ものとされています。したがって、本センターを利用することができる方は、下記の方々

です。

① 大学、短期大学、高専、国立大学共同利用機関の教員（国立大学等の教務職員を含

む）及びこれに準ずる者（大学院生）。なお、学部学生は卒業研究のために利用する

ことができます。

② 国立学校以外の文部省所轄機関の研究職員

③ 学術研究を目的とする機関でセンター長が認めた者に所属し、もっぱら研究に従事

する者

④ 文部省所轄の科学研究費補助金の交付を受けて学術研究を行う者

⑤ その他、特にセンター長が適当と認めた者（受託研究員・研究生・図書系職員等）

3 . 計算機利用負担金

計算機を利用する場合には、利用負担金が必要となります。支払費目としては国立学校

校費、公立学校経費、私立学校経費、文部省科学研究費補助金、委任経理金、他省庁経

費などです。（＊別表「利用負担額」参照）

大阪大学大型計算機センターニュース
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4. 利用できる支払経費（費目）

本センターの計算機利用については、利用負担金が課せられ、以下の経費でのみ支払う

ことができます。利用できる支払経費は次のとおりです。

支払費目 添付資料 利用期限 継続申請
国立学校校費 年度末 可

国立学校研究所校費 年度末 可

国立大学附属病院校費 年度末 可

公立学校経費 年度末 可

私立学校経費 年度末 可

文部省科学研究費補助 交付内定段階では「科学研究 2月 20日前 不可

＾ 亜

費補助金交付申請書」の写し 後 （注 1)

委任経理金 奨学寄附金受け入れを証明す 年度末 可

る書類の写し

産学連携等研究費 契約書の写し 2月 20日前 不可

後

文部省所轄研究所経費 年度末 可

日本学術振興会研究費 2月 20日前 不可

後

他省庁経費 年度末 可

（注 1)文部省科学研究費補助金・産学連携等研究費等の次年度にわたる継続利用はでき

ませんが、数年次にわたる研究課題で次年度確約されていて所属機関の長等の承認が得

られれば年度当初より利用することができます。

5. 利用申請手続きと利用承認

本センターを所属センター（主に利用するセンター）として利用される方は「大阪大学

大型計算機センター利用申請書」に必要事項を記人・捺印し、本センター利用者受付（共

同利用掛）へ提出してください。受託研究員・研究員・図書系職員の方の場合は、セン

ターから経歴書の提出を求める場合があります。

センターでは利用資格等を審査し、適当と認めた方には利用承認通知書を交付します。

＊文部省科学研究費補助金による申請は、内定通知の段階で受付けいたします。

6 . 利用番号制と利用申請

6. I共通利用番号制

7大学（北海道大学・東北大学・東京大学・名古屋大学・京都大学・大阪大学・九朴I

大学）の大型計算機センター等及び、学術情報センターを含めた 8 センターでは、「共

通利用番号制」を実施しています。この共通利用番号制は、 7 大学の大型計算機センタ

ー等の何れか 1つのセンターヘ利用申請書類を提出し共通利用番号の交付（承認）を受

けた後、他の 6大型計算機センター等と学術情報センターヘの利用申請は、利用者自身

で簡単な手続きで行うことができます。

大阪大学大型計算機センターニュース -65-
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6. 2所属センターとしての利用申請手続き

本センターを所属センターとして利用するためには、「計算機利用申請書」に必要事

項を記入の上（指導教官、支払責任者、経理責任者は必ず印鑑が必要）、本センター利

用者受付へ提出してください。センターでは利用賽格等を稲在し、適当と認められたカ

に登録番号を発行し「計算機利用承認通知書」で通知します。

計算機利用申請書は、利用負担金支払い費目（国立学校校費・私立学校経費・文部省

科学研究費補助金等）ごとに提出して承認を受ける必要があります。なお、研究諜題が

同じの場合には、複数の利用者名（印鑑は不要）を記入することができます。

申請から承認までの流れは、下記の図のようになっています。「計算機利用承認通知

書」の発行までの所要日数は「計算機利用申請書」を本センターで受理してから約 1週

間位です。

利 用 者 大阪大学大型計算機センター

（提出）

利用申請書に必要事項を記入―― --> 1. 申請書の受付

（記載内容の確認）

2 . 資格等の審査

3. 利用の承認
発送（支払責任者宛） 4. 利用者登録
<---------―・・--- --- 5. 利用承認通知

(1) 計算機利用申請書は、本センター利用者受付、各地区協議会及び第 6地区

の各連絡所に置いています。

(2) 計算機利用申請書の記入に際して、「大阪大学大型計算機センターの利用に

関する暫定措置を定める規程」を熟読の上、記入してください。

6. 3 第ニセンターヘの利用申請手続き

本センターを所属センターとする利用者は、他の 6センター及び学術情報センターを

第ニセンターとして計算機利用する場合、利用者自身が本センター計算機システム上で

「APPLY」コマンドを実行することにより第ニセンターヘの利用手続きを行うことがで

きます。

APPLYコマンドは、第ニセンターヘの新規巾請のほか、取消、予算の増額（変更）、

次年度の継続申請もできます。

なお、第ニセンターの審壺結果は利用承認通知や APPLYコマンドの状況表示で確認

できます。

第ニセンターヘの利用申請コマンド

プロンプト% APPLY 

後、日本語でのメッセージ表示にしたがって操作することができます。

大阪大学大型計算機センターニュース
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［参考］ 他センターの「第ニセンターヘの申請コマンド」名

北 大 東北大 東大 名 大
凩,. 

大 阪 大 九 大
センター
名

コマンド名
PLANET SHINSEI SINSEI SINSEI APPLY APPLY SINSEI 

SHINSEI 2 

＊ ： 学術情報センターを所属センターにしている利用者は、学術情報センターから

他の 7センターを第ニセンターとしては利用申請することはできません。

第ニセンター利用申請時の注意事項

(1) 第ニセンターの計算機利用見込額は、所属センターに利用申請した見込み

額から減額されて第ニセンターヘ申請される形をとりますので、第ニセンターの

減額及び、取消申請で所属センターヘ第ニセンターに申請した利用見込み額は戻

ってきません。

(2) 第ニセンターヘの申請から承認までに要する日数は 2日から 3日位ですが、

各センターの運用により異なります。

(3) 第ニセンターヘの年度内に取消申請を行うと、その年度内は利用できない

ことになっています。

6. 4文部省科学研究費補助金（科研費）による利用申請手続き

(1) 文部省科学研究費補助金（以下「科研費」という）を支払費目とした場合の利

用申請は、当該科研費の交付決定後となっていますが、研究遂行上それ以前に

本センターの利用を希望する場合は、特に内定通知のあった段階から利用申請

を行うことができます。

この場合の利用申請には、文部省に提出した「科学研究費補助金交付申請書」

の写しを添付してください。

(2) 科研費での申請は、課題番号 (8桁）毎に申請書を提出します。年度を越えて

の利用はできませんが、複数年度にわたる場合の 2年次以降において確定して

いる課題番号については所属機関の長の承認が得られれば年度当初から利用で

きます。

(3) 科研費以外の支払費目を登録して利用している場合、科研費で使用した負担金

を他の支払費目に振り替えて支払うことはできませんので御注意ください。

(4) 科研費による利用期限は、毎年 2月 20日前後までとなっています。その場合

の最終利用負担金請求通知（銀行振込通知）は 2月下旬になります。

経理の都合等によりそれ以前に支払を行いたい場合は、計算機利用申請時の「利

用期限」を 2月以前にするか、利用変更申請で「利用期限」を変更することに

より行うことができます。
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6. 5利用申請の承認

(1) 共通利用番号の発行と利用承認通知

「計算機利用申請書」が提出されると、：資格等の審在が行われ

「共通利用番号」（利用者番号）が発行されます。と同時に「利用承

認通知書」が送付されます。

(2) 「共通利川番号」（利用者番号）の形式

利用者番号は利用者個人を識別するために割り晋てられる 6桁の番号で、 1桁

目の英字は年度、次の数字は所属センターの地区番号、次の 3から 6桁は数

字でユニークな通し番号となっています。

（例） 利用者番号 n 6 0 123_!!_ 

登録番 (aは支払費目コード）

(3) パスワード

パスワードは、計算機システムにログインする場合の暗証文字で、利用者番

号と対になっています。ログイン id(6桁の利用者番号：英小文字）とパス

ワード（英小文字と数字の組み合わせ）の指定により計算機システム内の個

人情報（ファイル等）の保設を行っています。パスワードは利用者個人が管

理し、 1ヶ月に一回は変更してください。変更方法は、 yppasswdコマンドで

行います。

(4) 支払費目コード

支払費目コードは利用負担金の支払費目を識別する記号で、下記の表の記号

が割り当てられます。複数の支払費目で利用する場合には、一つの利用者番

号で複数の支払費目を持つことになります。

国立学校校費等 a~f 文部省科学研究費 k~ t 

公私立学校経費 g~J その他（委任経理金等） u~z 
0~9 

(5) 利用期限

利用期限は、校費で支払うものは 1年度内に限り有効であり、科学研究費・

産学連携等研究費によるものは 2月 20日前後までとなっています。

また、第ニセンターの利用期限は所属センターの利用期限の範囲以内となっ

ていますので、所属センターで登録が取り消しされた場合は、第ニセンター

も取り消しされます。

大阪大学大型計算機センターニュース
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6. 6継続利用の申請手続き

本センターの利用期限は、年度末の 3 月末となっています（支払費目によっては、

それ以前）。しかし、年度を越えて次年度も引き続き利用するには、継続申請書に必要

事項を記入し支払責任者・経理責任者の印鑑と指導教官の印鑑を押印し、決められた期

間内に継続利用の申請手続きを済ませば継続して利用可能となります。

(1) 所属センターの継続手続き

所属センターとしている利用者の場合、当該年度の登録内容の一部が記載され

た「計算機利用申請書（継続）」を 12月下旬にセンターから送付します。その

類に必要事項及び印鑑の押捺を行い決められた日（通常は 3 月中旬頃までで

す。）までに本センター宛に発送し継続手続きを行ってください。

特に、第ニセンターも継続利用する場合には、所属センターの継続手続きを完

了した後に、第ニセンターの継続期間中にコマンドで継続手続きを行ってくだ

さい。

(2) 第ニセンターの継続手続き

第ニセンターの継続手続きは、所属センターの継続手続きが完了してから、「第

ーセンターヘの利用申請コマンド」を使用して継続手続きを行います。

(3) 保存ファイルの継続

継続巾請が承認された場合、保存ファイルは年度を超えて使用すろことができ

ますが、継続手続きを行わなかった場合には 3月末に本センターの年度末処理

においてすべて消去しますので、ご注意ください。次年度の継続手続きをしな

い場合は、利用期限までに利用者自身で保存ファイルのバックアップを行って

ください。

(4) 利用番号の継続

継続手続きを行うことで、利用者番号 (6桁）は自動的に継続されます。また、

インターネット接続 (PPP) を行っていった場合も自動継続されます。

継続期間中に手続きを行わなかった場合は、 (3)のファイルは消去されますが、

新年度に人って新規申請手続きを行う時に、旧利用者番号を記入することによ

り利用者番号を継続利用することが可能（早い期間内で手続きする必要があり

ます。）です。

7. 利用負担金見込額の変更手続き

本センターでは、申請された利用負担金見込み額を計算機システムに登録し、計算機使用

中に使用額が利用見込み額を超えた時は、それ以上計算機システムが利用できない課金シス

テムを採用しています。引き続き利用する場合には、「利用負担金見込み額変更届」に必要

事項を記入し（支払責任者と経理責任者及び指導教官の欄には印鑑が必要）、本センター利

用者受付に提出してください。

大阪大学大型計算機センターニュース
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8. 利用申請内容の変更手続き

利用者が、身分・連絡先などに変更が生じた場合は、登録内容の「変更」申請を行う必要

があります。

1本センターを所属センターとしている場合加は、「利用申請書」に必要事項を記入（支払

責任者、経理責任者の印鑑が必要）し、提出してください。この申請を行うと、第ニセンタ

ーも利用していた場合はそのセンターにも変更手続きが自動的に行われます。支払費目の変

更はできませんので注意してください。

1本センターを第ニセンターとしている場合加は、所属センターに変更申請を行うことに

よって本センターヘの変更手続きが自動的に行われます。

9. 利用者登録の取消／支払費目の取消手続き

利用承認期間の満了以前に利用を取り消したい場合、あるいは転退職等により利用資格を

喪失した場合は、利用登録取消の「取消申請」を提出してください（利用申請書に「取消」

欄に印する）。支払責任者や経理責任者の印鑑は不要です。利用登録の取消は、登録されて

いる支払費目コード単位の取消となりますが、全ての支払い費目コードが取り消しされると

利用者の取消となりますので、ご注意ください。

1 0. 利用者旅費制度

1 0. J利用者旅費の趣旨

この制度は、遠隔地の利用者が本センターに出向いて計算機システムの利用• 利用者

講習会の受講する場合に、計算機システム等の利用環境が望ましい状況にない遠隔地の

利用者の便宜をはかるためのもので、その利用者に本センターから旅費を支給する制度

です。

また、他の全国共同利用施設の大型計算機センター等でもほぼ同様の趣旨で迎用して

います。

1 0. 2旅費の手続き

利用者旅費の支給を希望する場合、本センター所定の「利用者旅費支給申請書」を提

出してください。申請用紙は本センター利用者受付に置いてあります。

科学研究費補助金、産学連携等研究費及び委任経理金による利用の場合は対象外とな

ります。

1 0. 3出張時の手続きと旅費の支給方法

(1) 出張期間中は侮日、計算機システムを利用する前に利用者受付 (1階）の

窓口で出張利用簿に捺印して出張の確認を受けてください。

(2) 出張旅費の支払方法は計算機の利用を確認した上で、利用者御自身の指定

銀行の振り込みとなります。銀行振り込み依頼響は利用者受付に置いてありま

すので、振り込み先の銀行口座番号等の所定の事項を記入して利用者受付に提

出してください。
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1 1 . センター利用相談員制度について

利用者のプログラムの作成・アプリケーションの使用等、プログラム等のデバッグの支

援を行うためにセンター利用相談員制度を設けています。

電子メール (questions~center.osaka-u.ac.jp) 、電話、 FAX、利用相談室（センター内及

び豊中データステーション内）で利用相談を行っています。気軽にご利用ください。

なお、このメーリングリスト (questions@center.osaka-u.ac.jp) に質問等を行うと自動

的に WWWに公開され、その声報は自由に利用されますので、ご注意ください。

吹田地区 電話番号 06-6877-5111(内線 3858) 、又は、 06-6879-8808

FAX 06-6879-8814 

豊中地区 電話番号 06-6850-6062(内線 6062)

現在、センター利用相談員を募集しており、相談員になりますと一定の計算機使用料免除

等の特典があります。

また、大学内連絡所において自分の研究室やメールでプログラム指導を行っていただく「セ

ンター利用指導員」も同時に募集しています。

1 2 . その他の利用申請等について

12.1 利用申請書（試用制度）

計算機を利用する上で、 2週間以内（利用見込額が 10 0 0円までの範囲）を前提

にして、計算機を試みに使用するための申請書です。計算機利用有資格者であれば、

利用者のみの記入項目に必要事項を記入し計算機利用（計算機利用の範囲は、イン

ターネットサービス、 ws、 SX4や演算処理サーバ、画像処理サーバ等）が試み

に利用できます。

12.2 インターネットサービス利用申請書

POPサービス、 NNTPサービスと ppp (ダイヤルアップ Ip接続）サービス、

E-mailアドレスの別名サービスを合わせて月額 10 0 0円の負担金で利用できます。

申請方法は、計算機利用申請書を提出して、承認を得る必要があります。

なお、次年度の継続利用は、計算機利用申請（継続）を行うことにより自動的に継

続利用することができます。

12.3 利用負担金見込額変更届

計算機利用負担金見込額に関して、増額を行う場合に提出を行います。利用者欄に

関して印鑑は不要ですが、支払責任者、経理責任者、指導教官については印鑑が必

要となっています。
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12.4 S X 4ファイル拡張申請書

計算機利用 11淵青を行うことによって SX4のファイル利用は 1GBまで利用できます。

さらに、必要なファイル容量を拡張するための申請書です。

12.5 S X 4特殊ジョブクラス利用届

この届は、 SX4上でジョブを投入するクラスが特殊ジョブクラスに該当する場合

(p32、p64) に「特殊ジョブクラス利用上の注意事項」を熟読の上、届を提出し

てください。ここでの審壺では、演算時間、メモリ容量、使用予定期間等となり

ます。

メールでの申請と相談は、本センター・システム管理掛が対応いたします。

system<mcenter,osaka-u,ac,jp 

メールでの申請方法は、

class-sinsei 

と入力する (SX4にログイン後）と、詳細な内容が表示されます。

12.6 研究開発計画申請書

全国共同利用機関としての実をあげ、学術の研究・教育に資することを目的として、

プログラム及びデータベースの研究開発を推進しています。

利用者並びに利用有資格者の方であれば誰でも申請でき、その研究開発を行い、本

センター利用者に公開していただけることを条件に下記の申請を募集しています。

特に、特定研究開発課題 (SX4に関するプログラム開発等）については、審壺及び

開発経費が優先的に考慮されます。下記に申請書の名称を示します。

• プログラム・ライブラリ研究開発計画申請書

・データベース研究開発計画申請書

12.7 SX-4モニターの募集

スーパーコンピュータ SX-4のアプリケーション等のモニターになって SX-4の有

効活用を促進するための

・SX-4モニター

も募集しています（詳細については、 162頁をご覧ください）。

また、 SX-4モニターの報告会も毎年開催しています。
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12.8 

13 

定額制試行制度

計算機利用の際の利用負担金については、これまで従量制をと っていますが、利用額

に関係な く一定額を負担していただく定額制の導入を検討しています。定額制に必要

な運用体制や問題点を明らかにするため、 定額制試行のモニターを募集 しています。

詳細は、 157頁をご覧く ださい。

利用者のバ ックアップ

13.1 利用者講習会

毎年、 春と秋に利用 者を 対象 とし た無料の講習会 を開催しており ますの で、 3月、

4月の速報及び 9月、 1 0月の速報 に詳細 を掲載 します ので、御覧く ださい。

平成 10年度講習会のビデオについて

平成 10年度に本センターで開催された講習会の模様を一部ではありますが、 Web上で見

る事が出来るようになりました。(flJ用者専用です。）

URLはhttp://www.center.osaka-u.ac.jp/user-service/seminar/

このビデオを見るためには、 realplayerが必要ですo Realplayerはフリーのソフトですの

で、簡単にダウンロードする事が出来ます。（上記の URLからもたどれます。）

また、センター内でも講習会のピデオを見る事が可能になっております。

今後、内容を充実していきますので、どうぞご利用ください。

ビデオの様子（セ ンターを初めて利用する人のために）

. r' 
;,_.,,,_,..., ヽ

~..... _., 伽 •

餐.v暑=.
-kli大学大噸'itlJ●センター

13.2 図書資料室

利用者を対象 として、 図書資料室では 計算機関係の貸出しを行 っておりますので、

ご利用く ださい。 (77頁参照）
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大阪大学大型計算機センターの利用に関する暫定措置を定める規程

第1条 この規程は、大阪大学大型計算機センター（以下「センター」という。）の利用に

関し必要な事項を定める。

第2条 センターは、学術研究のために利用することができるものとする。

第3条 センターを利用することができる者は、次の各号の一に該当するものとする。

大学又は高等専門学校の教員及びこれに準ずる者

文部省所轄機関（国立学校を除く。）の研究職員

―― 学術研究を目的とする機関で、センターの長（以下「センター長」という。）が認め

たものに所属し、専ら研究に従事する者

四 文部省所管の科学研究費補助金の交付を受けて学術研究を行う者

五 前各号のほか、特にセンター長が適当と認めた者

第4条 センターを利用しようとする者は、所定の申請そ行い、センター長の承認を受けな

ければならない。

2 前項の申請は、センター利用の成果が公開できるものでなければならない。

第5条 センター長は、前条第 1項による申請を受理し適当と認めたときは、これを承認し、

登録番号を与えるものとする。

2 前項の登録番号の有効期間は、 1年以内とする。ただし、当該会計年度を越えること

はできない。

第6条 センター利用につき承認された者（以下「利用者」という。）がセンターに計算依

頼等をする場合は、センター長が別に定める方法によらなければならない。

第7条 利用者は、第 4条第 1項による申請の記載内容に変更を生じた場合は、速やかに所

定の手続きを行わなければならない。

第8条 利用者は、第 5条第 1項に規程する登録番号を当該申請に係る目的以外に使用し、

又は他人に使用させてはならない。

第9条 利用者は、当該申請に係る利用を終了又は中止したときは、速やかにその旨をセン

ター長に届け出るとともに、その利用の結果又は経過を所定の計算機利用報告書に

より報告しなければならない。

2 前項の規程にかかわらず、センター長が必要と認めた場合は、計算機利用報告書の提

出を求めることができる。

第10条センター外端局を設置しようとするものは、あらかじめ所定の端局設置申請書をセ

ンター長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 前項により設置した端局を廃止しようとするときは、あらかじめセンター長に届けな

ければならない。

3 第 1項により設置した端局の管理は、端局設置者が行うものとする。

第11条利用者は、センターを利用して行った研究の成果を論文等により公表するときは、

当該論文等にセンターを利用した旨を明記しなければならない。

第12条利用者は、当該利用に係る経費の一部を負担しなければならない。
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第13条前条の利用経費の負担は、別表のとおりとする。

第14条前条の規程にかかわらず、次の各号に掲げる場合については、利用経費の負担を要

しない。

センターの責に帰すべき誤計算があったとき

ー センタ-・-が必要とする研究開発等のため、センター長が特にセンターの利用を承認

したとき

第15条利用経費の負担は、次の各号に掲げる方法によるものとする。

文部省所管国立学校特別会計の歳出予算の校費及び受託研究費（学内の場合に限

る。）で負担する場合にあっては、当該予算の振り替えによる。

― 科学研究費補助金で負担する場合にあっては、センター長の指定する銀行口座への

振り込による。

ー 前二号以外の場合にあっては、大阪大学歳入徴収官の発する納入告知書による。

第16条センター長は、この規程又はこの規程に基づく定めに違反した者その他センターの

運営に重大な支障を生ぜしめた者があるときは、利用の承認を取り消し、又は一定

期間センターの利用を停止させることがある。

第17条この規程に定めるもののほか、センターの利用に関し必要な事項は、センター長が

定める。

附則

この改正は、平成 11年 4月 1日から施行する。

＊（第 13条の別表は次頁に掲載）
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大阪大学大型計算機センターの利用負担額一覧表（別表）

(1999年 4月 1日現在）

区 分 負 担 額

基本負担額 1年につきに 2, 0 0 0円 (1会計年度内の最初の登録時）

演算負担額 バッチ処理 計算依頼 l件ごとの CPUタイムにつき

スーパーコンピュータ使用の場合

300秒までの 1秒につき 2円

300秒を超え 900秒までの 1秒につき l円

900秒を超える 1秒につき 0. 4円

ワークステーション使用の場合

CPUタイム 1秒につき 0. 0 8円

TSS （会話型）処理 スーパーコンピュータ使用の場合

CPUタイム 1秒につき 2円

ワークステーション使用の場合

CPUタイム 1秒につき 0. 0 8円

出力負担額 プリンタ プリンタ用紙 1頁につき 4円

乾式カラープリンタ 紙、 OHPシート 1頁につき 10 0円

湿式カフープリンタ 紙、 OHPシート 1頁につき 20 0円

デイスク・ファイル使用負担額 スーパーコンビュータ使用の場合

l単位 1日につき 0. 2円

ファイルサーバ使用の場合

1単位 1日につき 0. 1円

B I O S I S使用負担額 1年 (1会計年度）につき 5, 0 0 0円

その他 FAXサーピス

市内 (06発信）： 1分につき 10円

市外 (06発信以外）： 1分につき 60円

p Op (電子メールサーバー）、 NNTP

（電子ニュース配送）、 ppp (ダイヤルアッ

プ Ip接続）サービス

1月につき l, 0 0 0円

各区分共通負担額 前記区分に従い算出した利用負担金額を月ごとに集計した合¥

計額に 10 0分の 5を乗じて得た額

備考

l 負担額に関する計測は、システム内蔵の方式によるものとし、端数が出た場合は、切り上げる。

2 各負担金額に 1円未満の端数が生じたときは、各負担額ごとに、これを 1円に切り上げる。

3 複数CPUを使用した場合の演算負担額における CPUタイムの算出方法は、別に定める。

4 ファイル使用負担額における 1単位は、スーパーコンピュータは 20 0キロバイト、ファイルサーバは

2 5 0キロバイトの情報量を表すものとする。

5 ファイルサーバ使用時のファイル使用量25 0キロバイトまでは、負担金を免除する。

6 登録番号ごとに各負担金額（共通負担経費を除く）を集計した 1月の合計額が 10 0円未満の場合は

1 0 0円に切り上げ、これに共通負担経費を加算して負担経費の総額を 10 5円とする。

7 別に定める試用制度による利用を認められた者は、登録日から 2週間以内で、各負担金額（基本負担額を

除く。）の合計額が1, 0 0 0円に達するまで利用できるものとする。この場合において、負担金は免除す

る。

附則

この改正は、平成 11年4月1日から施行する。
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